
 

第１回静岡県 資料 報告

医療対策協議会 ６ ２ 

 

地域医療構想調整会議 令和元年度の主な協議予定事項 

 

 今年度の地域医療構想調整会議においては、以下の事項について、各圏域で協議する。 

 

１ 新規事項 

  ○公立・公的医療機関等における具体的対応方針の検証（厚生労働省で検討中） 

・公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ担えないものに重点化されている

か、厚生労働省において2019年年央までに各医療機関の診療実績データを分析。 

・分析の結果「代替可能性がある」「診療実績が少ない」と位置付けられた公立・公的医療

機関等は、他の医療機関に機能を統合することの是非について、地域医療構想調整会議で

議論する。 

・具体的な協議内容やスケジュールについては、今後示される厚生労働省の方針を踏まえ、 

 関係団体等の意見を伺いながら、方針を定める。 

 

２ 継続事項 

○病床機能報告「定量的基準」 

・地域の実状を踏まえた医療機能の分化・連携を進めるための目安として活用するため、厚

生労働省からの要請を踏まえ、本県独自の定量的基準「静岡方式」を導入。 

 

○非稼働病床についての検討 

・平成30年度病床機能報告結果を踏まえ、再稼動計画の内容と実現性について継続協議。 

・再稼働する場合には、病床が担う医療機能、地域の医療提供体制のバランスへの影響、医

療従事者確保の実現性・妥当性等を検証。 

 

○慢性期機能の提供体制 

・療養病床転換意向調査により、「未定」の病床数、「経過措置」の病床数、「介護医療院」

の転換意向等を把握し、慢性期機能の提供体制や地域の医療ニーズを検証。 

 

○在宅医療等の推進方策 

・医療計画と介護保健事業支援計画の整合性を引き続き確保するため、訪問診療の提供状況、 

医療介護関連データの分析結果等点から検証。 

 

 

※上記共通事項のほか、圏域ごと個別課題について協議 

 

 

 

 

 

 

 


